
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人戸田善一郎の上告理由第一点について。

　上告人の所論陳述は、被上告組合の主張する表見代理について法律上の見解を述

べ右主張事実を争つたものと解すべきであり、原判決は、上告人が右表見代理の主

張を否認した旨事実の適示をなし、証拠によつて該主張事実を認めた上、民法一一

〇条の表見代理の成立を肯定したものであること判文上明らかであるから、原判決

に所論の違法はない。

　同第二点について。

　原審の判示と挙示の証拠とを併せてみると、原判決が、本件消費貸借成立当時、

被上告組合からの立替金名義による金員の借り入れと同組合に対する預金の預け入

れについて、Ｄが上告人を代理する権限を現に有していたことを認定判示したもの

であることは明らかであるから、原判決に所論の違法はない。

　同第三点について。

　原判決の確定した事実関係によれば、被上告組合においてＤが上告人を代理して

本件消費貸借契約を結ぶ代理権を有しているものと信じたにつき、正当の理由があ

ると認めた原審の判断は是認することができる。

　所論は一部原審の認定にそわない事実を前提とするものであり、その余の所論の

諸事情をしんしやくしても、被上告組合の悪意ないし過失を認めて表見代理の成立

を否定する根拠とはなし難い。（所論判例は本件に適切でない。）所論は採用する

ことができない。

　よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
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おり判決する。
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